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訪問看護・介護予防訪問看護重要事項説明書 

＜ 2024 年 6 月 1 日 現在  ＞ 

 
１． 当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

   電話 ： ０３－５６７０－８１００（月曜日～金曜日 午前９時～午後５時まで） 

   担当 ： 井 上 恵 巳  

～ご不明な点は、なんでもお尋ね下さい～ 

 
２． 葛飾区医師会訪問看護ステーションの概要 

（１）提供できるサービスの種類と地域 

事業所名 一般社団法人葛飾区医師会訪問看護ステーション 

所在地 〒124-0012 東京都葛飾区立石 6-8-14 パークアベニュー1 階 

介護保険指定番号 東京都  １３６７１９１６９５ 

提供地域 葛飾区内全域 

上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください 

（２）同事業所の職員体制 

所     長  1 名 

看  護  師  常勤 8 名 非常勤 3 名 

事     務  常勤 1 名 

（３）営業時間 

【 月曜日 ～ 金曜日 ：  午前 ９ 時 ～ 午後 ５ 時 】 

（注）時間外及び土・日曜日・祝日・年末年始（12/29～1/3）は携帯電話で対応します。 

携帯電話 ０９０－４９１３－１７８１ 

サービスの提供時間  訪問看護・介護予防訪問看護  平日 午前 9 時～午後 5 時 

            
３． 利用料金 

（１）利用料 

医療保険及び介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金（料金表）

の１割～3 割です。但し、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となり

ます。医療保険には上限があります。 

＊予定時間を延長した場合は、利用者および担当の介護支援専門員の同意を得て、延長 

時間を合わせて請求させていただきます。 

（２）交通費は別紙の料金表を参照してください。 

    前記２の（１）のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。 

    それ以外の地域の方は、訪問看護師が訪問するための交通費の実費が必要となります。 

    また「タクシー代」として『夜間・午後 6 時～午後 10 時』は￥２，０００円。 

    『深夜・午後 10 時～午前 6 時』￥３，０００円を頂戴いたします。 
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（３）キャンセル料 

    ・訪問日の前日午後 5 時までにご連絡がなく、当日のキャンセルの場合は、キャンセルと 

     して一律￥２，０００円を頂戴いたします。 

    ・土曜日、日曜日、祝日にキャンセルのご連絡を頂く場合は、留守番電話へ伝言をお願 

いします。（緊急の場合は、携帯電話にお願いします） 

 （４）その他 

・利用者等は、看護サービス実施のために必要な備品（水道・ガス・電気等を含む） 

     を無償で提供し、訪問看護師が事業所に連絡する場合の電話等の使用を承諾します。 

（５）利用料金のお支払い方法 

  ・毎月 15 日頃に前月分の請求書を持参します。口座振替をさせて頂いておりますので、 

お手続をお願いします。領収書は翌月の 10 日以降に発行致します。 

・現金にてお支払いを希望される場合はおつりがないよう準備の上、請求月末日までに 

お支払い下さい。お支払い時に領収書を発行致します。 

 
４．当事業所の訪問看護サービスの特徴等 

  （１）運営の方針 

    ①当事業所は、一般社団法人葛飾区医師会が運営します。 

    ②事業所の訪問看護師は、要介護者の自立支援に向け、要介護者及びその家族の要望をしっか

りと把握し、誠実かつ適切な看護サービスを提供するよう努めます。 

    ③事業の実施に当たっては、地域の保険、医療、福祉サービスとの連携をとりながら、総合的

なサービスの提供に努めます。 

    ④人生の最終段階にある利用者に対する訪問看護の実施 

     ・人生の最終段階にある利用者又はその家族の同意を得た上で、主治医等の助言を得つつ、

通常よりも頻回な訪問により利用者の状態変化やサービス変更の必要性を把握するとととも

に、そこで把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治医等や居宅サービス事業者

へ情報提供し、十分な連携を図るように努めます。 

     ・２４時間連絡がとれる体制にて、「日常の療養支援」「急変時の対応」「在宅看取り支援」を

行います。 

     ・利用者又はその家族の同意を得た上で、死亡日及び死亡日前日１４日以内に２日以上在宅

を訪問し利用者の状態やサービス変更の必要性の把握、利用者への支援を実施します。 

  （２）サービス利用のために 

    ①利用者が不在等のため看護サービスの提供が出来ないときは、１５分間現地にて待機いたし

ます。この時間を過ぎても利用者が不在の場合は、サービスの中止とみなします。なお、こ

の場合もキャンセル料が発生いたします。また、１５分以内に開始となる場合は、その開始

時間より予定通りのサービス終了時間とします。 

    ②下記の事情が生じた場合、担当の訪問看護師を変更させていただく場合があります。 

     ・訪問看護師が退職・傷病等でサービス提供が出来ない場合。 

     ・サービス内容、または訪問時間が変更になった場合。 

・訪問看護師のスケジュールが変更になった場合。 
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事     項 有 無 備  考 

訪問看護師の変更の可否 有 変更を希望される場合はお申し出下さい 

訪問看護師への研修の実施 有 年３～４回  

サービスマニュアルの作成 有  

その他   

 
５.虐待の防止について 

（１）事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待防止のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

  ① 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

  ② 苦情解決体制を整備しています。 

  ③ 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

  ④ サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護するもの）

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市区町村に通報し

ます。 

 
６.身体拘束等の原則禁止 

（１）事業者は、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊

急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」と

いう。）を行いません。 

（２）事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、

期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由など必要な事項を記載します。 

 
７．秘密の保持と個人情報の利用目的 

 （１）秘密保持 

    事業者及びその従事者は、看護サービスを提供する上で知り得た利用者等に関する秘密を正当

な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様とします。 

 （２）個人情報の利用目的 

    事業者は、利用者の個人情報を厳正に取扱うとともに、以下の利用目的に使用します。 

   ①事業者が、利用者に提供する居宅サービスに関わる業務 

    ・アセスメント ・モニタリング ・サービス提供に関わる計画  

    ・提供したサービス記録 

   ②利用者に居宅サービスを提供する為の、他のサービス事業者などとの連携（サービス担当者会

議など）、照会への回答。 

③利用者に関わる当事業所内の管理運営業務 

    ・計画、変更、解約などの管理 ・会計、経理 ・事故などの報告 

    ・サービスの向上 ・容態の急変が生じた場合の主治医などへの連絡 

   ④利用者の同意を得ることが困難であるときの家族などへの心身の状況説明 

   ⑤審査支払機関への請求事務などの介護保険事務 
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   ⑥市区町村又は審査支払機関からの照会への回答 

   ⑦居宅サービス事業及びこれに従事するものの養成研修事業に関する業務 

    ・監督官庁である東京都への報告ならびに監査及び監督指導への回答 

    ・業務の継続維持のための基礎資料 

    ・サービスの向上及び養成研修ニーズの把握を目的としたアンケート調査 

⑧国の機関もしくは地方公共団体又は委託を受けた者に対する業務としての報告又は回答 

⑨損害保険賠償などに関わる保険会社などへの相談又は届出 

 
８.業務継続計画の策定等 

   （１）事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問看護の提供を継続する

ため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）

を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。 

   （２）事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を

定期的に実施するものとします。 

   （３）事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う

ものとします。 

 
９．緊急時の対応方法 

   サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医・救急隊・

親族・居宅介護支援事業者などへ連絡をいたします。 

 

主治医 

主治医氏名  

 

連絡先  

 

ご家族 

氏名  

 

連絡先  

 

 
１０．その他 

   地震・・・震度５以上又は、区の防災無線による速報がでた場合。 

   台風、水害・・・緊急避難勧告、避難指示が発令された場合。 

   大雪等・・・交通障害が生じた場合。 

   弾道ミサイル、航空攻撃、ゲリラ、特殊部隊攻撃、大規模テロ・・・政府の J アラートによる速

報がでた場合 

   自然災害による通常の訪問看護が提供できないことがあります。ご了承ください。 

   ＊電話連絡がとれない場合もあります。 
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１１．サービス内容に関する苦情 

 （１） 当事業所の相談・苦情担当 

    管理者： 井 上 恵 巳   電話：０３－５６７０－８１００ 

 
 （２） その他、当社以外の相談・苦情窓口 

   ①区市町村名  葛 飾 区  役所 

       介護保険課   電話 ０３－３６９５－１１１１ （代表） 

   ②地域包括支援センター        ＜介護予防訪問看護＞ 

               電話 ０３－    －     （代表） 

   ③東京都国民健康保険団体連合会 

       介護保険部   電話 ０３－６２３８－００１１ （代表） 

   ④全国健康保険協会 

東京支部    電話 ０３－６８５３－６１１１ 

   ⑤東京都後期高齢者医療広域連合 

               電話 ０３－３２２２－４４９９ 

 
１２．一般社団法人葛飾区医師会の概要 

  【所 在 地】〒124-0012 東京都葛飾区立石５－１５－１２ 

  【事   業】医師会 

         看護専門学校（葛飾区四つ木 1-6-5） 

         居宅介護支援（葛飾区立石 6-8-14 ﾊﾟｰｸｱﾍﾞﾆｭｰ 1 階） 

             
１３．事故発生時の対応 

   ○ 管理者に報告・・・必要に応じて医師会理事に報告。 

   ○ 担当者及び管理者が謝罪に伺う。 

   ○ 介護支援専門員に報告する。 

   ○ 対処の方法を相談する。 

     ・加入している保険で対応できるものは保険で対応する。 

     ・保険で対応出来ないものは医師会理事と相談の上 

      ケースバイケースで対処を決める。 

   ○ 入院を伴う事故の時は区役所介護保険課にも報告する。 

（医療保険の場合は、全国健康保険協会 東京都後期高齢者医療広域連合） 
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以上、契約締結するとともに、重要事項の内容について合意したことを証するため、本書を２通作成

し、双方が署名捺印の上、１通ずつ保管するものとする 

 
契約締結日         年   月   日 

 
【事 業 者】   

        名 称 ： 一般社団法人葛飾区医師会訪問看護ステーション 

所在地 ： 〒１２４－００１２  

              東京都葛飾区立石６－８－１４ パークアベニュー1 階 

        電 話 ： ０３－５６７０－８１００ 

        ＦＡＸ ： ０３－５６７０－８１０１ 

        携 帯 ： ０９０－４９１３－１７８１ 

              ０９０－３１０７－０２２７ 

        説明者 ： 所属 一般社団法人葛飾区医師会訪問看護ステーション 

 
              氏名             印 

 
【利 用 者】 

        住 所 ：                              

 
        電 話 ：                   

 
        氏 名 ：                 ㊞ 

 
【代 理 人】 

        住 所 ：                              

 
        電 話 ：                   

 
        氏 名 ：                 ㊞ 

 


